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議事要旨(1) 基準諮問会議からの報告 

 

鈴木基準諮問会議副議長より、説明資料［審議事項(1)-1］及び[審議事項(1)-2］に基づき、

11月19日に開催された第22回基準諮問会議において「加速型自社株買い（ASR(Accelerated 

Share Repurchase)取引）の会計処理」及び「権利確定条件付きで従業員等に有償で発行され

る新株予約権の企業における会計処理」を企業会計基準委員会の新規テーマとして提言する

ことが承認された旨及び基準諮問会議におけるその他の審議の状況の説明がなされた。 

説明に対する委員からの主な意見と、それらに対する事務局からのコメントは次のとおり

である。 

 

 ある委員より、次の質問があった。 

 加速型自社株買いの会計処理の提言について、関連法規制等との関係等が我が国の

例にあてはまるかどうか不明であるという点と、日本証券業協会にご対応頂くこと

との関連性をお聞きしたい。 

これに対して事務局からは以下の説明がなされた。 

 加速型自社株買いが我が国においてどの程度制度的に実行可能なものかという観

点から当該取引の周辺状況を整理するため、日本証券業協会には、関係法制等の制

約とその取扱いをご説明頂くことを想定している。 
 

以 上 


